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熱中症対策の改正に係るチェックシートについて（周知依頼） 

 

 平素から、労働基準行政の推進につきまして、格別の御支援と御協力を賜り厚く御

礼申し上げます。 

 さて、職場における熱中症における労働災害は、近年の気候変動の影響から夏期に

おいて気温の高い日が続く中、全国的にはここ数年増加傾向にあり、令和６年におけ

る休業４日以上の死傷災害は、1,257 人と調査開始以来最多となっており、このうち

死亡災害は 31人と３年連続で 30人以上に及んでいます。 

このような状況の中、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中

症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべ

き措置等について、労働安全衛生規則が改正され、令和７年６月１日から施行された

ところです。 

 群馬労働局では、この度、改正された労働安全衛生規則に基づく取組みを確認でき

る「熱中症対策の改正に係るチェックシート」を作成しました。同チェックリストで

は、改正された労働安全衛生規則で求めている「体制整備」と「手順の作成」にご利

用いただけるよう裏面に「熱中症による健康障害発生時の対応計画」も掲載しており

ます。 

 つきましては、下記により関係資料を送付しますので、熱中症予防対策にご利用い

ただけるよう、会員事業場への周知について特段の御支援と御協力を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 関係資料 

資料１ 「熱中症対策の改正に係るチェックシート」 

  資料２ 「令和７年６月１日に改正労働安全衛生規則が施行されます」職場に 

      おける熱中症対策の強化について 

 

２ 参考  

「熱中症対策の改正に係るチェックシート」（群馬労働局ホームページ） 

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002284119.pdf 

 

※群馬労働局ホームページ 

「各種法令・制度・手続き」＞「安全衛生関係」＞「職場における熱中症

対策」に掲載しています。 

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002284119.pdf


  別記 

 

一般社団法人群馬労働基準協会連合会 

建設業労働災害防止協会群馬県支部 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会群馬県支部 

林業・木材製造業労働災害防止協会群馬県支部 

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会群馬支部 

一般社団法人群馬県警備業協会 

一般社団法人群馬県建設業協会 

群馬県建築業組合連合会 

群馬県砕石工業組合理事 

一般社団法人日本ボイラ協会群馬支部 

一般社団法人日本ボイラ協会群馬検査事務所 

一般社団法人日本クレーン協会群馬支部 

一般社団法人日本クレーン協会群馬検査事務所 

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会群馬県支部 

独立行政法人労働者健康安全機構 群馬産業保健総合支援センター 

一般社団法人群馬県経営者協会 

群馬県中小企業団体中央会 

群馬県商工会連合会 

一般社団法人群馬県商工会議所連合会 

公益社団法人群馬県医師会 

群馬県火薬類保安協会 

日本労働組合総連合会群馬県連合会 

一般社団法人群馬県トラック協会 

一般社団法人群馬県木材組合連合会 



Ⅰ. 熱中症のおそれのある作業がありますか

WBGT値と気温について 【パンフレットの２、４ページ目参照】

チェック項目 回答項目 回答欄

⑴ WBGT28度又は気温31度以
上の環境下での作業はどの程
度ありますか

① 夏場はほとんどある（週所定労働日のほぼ毎日）
② 頻繁にある（週３～４日） ③ たまにある（週１～２日）
④ ほとんどない（週１日未満） ⑤ ない

⑵ WBGT値又は気温をどのよ
うに把握していますか

① 実測  ② 天気予報等メディア  ③ スマホアプリ
④ 環境省サイト ⑤ その他   ⑥ 把握していない

⑶ ⑴の状況について、連続１時
間以上又は１日４時間を超え
るケースはどの程度あります
か

① ほとんどの作業日にある（週所定労働日のほぼ毎日）
② 頻繁にある（週３～４日） ③ たまにある（週１～２日）
④ ほとんどない（週１日未満） ⑤ ない 

Ⅱ．熱中症のおそれのある場合、「体制整備」をして「関係者への周知」していますか

体制整備（※１）及び関係者への周知について 【パンフレットの４～６ページ目参照】

チェック項目 回答項目 回答欄

⑴ 報告するための体制を整備し
ていますか

① 整備していない ② 一部不備がある ③ 整備している

⑵ 労働者にはどのように周知し
ていますか（複数回答可）

① 見やすい箇所への掲示 ② メールの送付 ③ 文書の配布
④ 口頭によるもの ⑤ その他（ ）

⑶ 労働者以外（一人親方等）へ
の周知はどのように周知して
いますか

① 労働者と同じ方法で周知している
② 労働者とは違う方法で周知している

（ ）

※１ 体制整備とは…「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が
その旨を報告するための体制整備のことです。

Ⅲ．熱中症のおそれのある場合、「手順作成」をして「関係者への周知」していますか

手順作成（※２）及び関係者への周知について 【パンフレットの４～６ページ目参照】

チェック項目 回答項目 回答欄

⑴ 必要な措置の内容及びその実
施の手順を作成していますか

① 作成していない ② 一部不備がある ③ 作成している

⑵ どのように周知していますか
（複数回答可）

① 見やすい箇所への掲示 ② メールの送付 ③ 文書の配布
④ 口頭によるもの ⑤ その他（ ）

⑶ 労働者以外（一人親方等）へ
の周知はどのように周知して
いますか

① 労働者と同じ方法で周知している
② 労働者とは違う方法で周知している

（ ）

（事業者のみなさまへ）  【特に、建設業、製造業、運送業、警備業の方へ】

熱中症対策の改正に係るチェックシート
◼ 職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から、夏期において気温の高

い日が続く中、ここ数年は増加傾向で、特に死亡災害は３年連続で30人以上となっています。
◼ 熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中

症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症対策を実施してください。
◼ 改正があった熱中症対策については、チェックシートとパンフレット「職場に

おける熱中症対策の強化について」を活用して自社の取組状況を確認しましょう。

群馬労働局・労働基準監督署
（R7.６)

※２ 手順作成とは …  熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう
 ㋐ 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び住所等
 ㋑ 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等重篤化を防止

 するための必要な措置の実施手順の作成のことです。

hozumit
フリーテキスト
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意識の異常等

医療機関への搬送

熱中症による健康障害発生時の対応計画

作成日： 年 月 日

責任者氏名 連絡先

医療機関名 連絡先

住 所

１ 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合の緊急連絡先

２ 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合の必要な措置の実施手順

熱中症のおそれ
のある者を発見

作業離脱
身体冷却

重症度 症状 手当

Ⅰ度

熱失神

熱けいれん

●顔面蒼白
●脱水
●吐き気
●めまい、⽴ちくらみ
●急性の筋肉痛、こむ
ら返り

119番▶応急手当

●冷所で安静
●身体を冷やす
●水分と塩分の補給
●見守り

Ⅱ度 熱疲労

●口の渇き
●めまい
●頭痛
●イライラする
●倦怠感

医療機関での診療が必
要

Ⅲ度 熱射病
●意識がない
●けいれん発作
●身体が熱い

⼊院治療が必要

救急隊要請

経過観察

異常等あり

異常等なし

できる

自力での水分摂取

できない

回復しない
症状悪化

（筋けいれん）

医
療
機
関
の
搬
送
ま
た
は
経
過
観
察
中
ま
で
は
、
被
災
者
を
１
人
に
し
な
い
！

直接医療機関への
搬送が早い場合

回復後も症状が悪化した場合は、責任者に連絡すること

回復回復

熱中症から命を守る 🔍検索

【スポーツ活動中の熱中症予防】ch.5⾝体冷却法-応急処置編-
「水道水散布法」 2:46～参照

意識の有無だけでなく
① 返事がない
② ぼーっとしている

など、普段と様子がおかしい
場合も異常等ありとする

意識の異常かどうか判断に迷う場合は、
医療機関に相談するか全国版受診用ア
プリ「Q助」を活用

意識の異常かどうか判断に迷う場合は、

医療機関に相談するか全国版受診
用アプリ「Q助」を活用して判断

全国版受診用アプリ「Q助」 🔍検索

Google Play App Store

関係者は事前にアプリ（無料）登録を！
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